
天草市中小企業等物価高騰緊急対策事業補助金交付要領 
 
（目的） 
第１条 この要領は、物価及び原油価格の高騰等の影響を受けている市内の事業者が

行う生産性向上及び省力化のための取組に要する費用の一部を補助することによ
り、事業活動の継続を支援し、市内の経済の活性化を図ることを目的として、予算
の範囲内において補助金を交付することに関し、天草市補助金等交付規則（平成１
８年天草市規則第４８条）（以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な
事項を定めるものとする。 

 
（用語の定義） 
第２条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業基本法（昭和38年法律第

154号）第２条第１項各号に掲げる会社及び個人に該当する者をいう。 
 
（補助対象者） 
第３条 補助金の対象となるものは、中小企業者で、次の各号を満たすものとする。 
（１） 天草市内に本店を有する法人又は天草市内に住所を有している個人事業者で

市内で事業を行っている者 
（２） 市内商工団体の支援を１回以上受け、事業成果報告書等を作成し、実際に生産

性向上及び省力化が達成できる事業を行う者 
（３） 過去に天草市中小企業等物価高騰緊急対策事業補助金の交付を２回受けたこ

とがない者 
（４） 天草市の市税に滞納がなく、市税の納付状況を調査されることについて同意

する者 
（５） 業況の好転のための生産性向上や省力化のための取組みを新たに開始する者 
（６） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第
１３項に規定する接客業務受託営業を営んでいない者 

（７） 天草市暴力団排除条例（平成２４年３月２９日）第２条各号で定める暴力団関
係者でない者 

（８） 政治活動又は宗教活動を行っていない者 
（９） 今後も事業を継続する意思がある者 
（１０） 前各号に掲げる者の他、補助金の趣旨・目的に照らし、適当でないと市長が

判断した者でない者 
 
（補助対象事業） 
第４条 補助金の対象とする事業は、生産性向上に繋がる次に掲げるもの（当該年度

において他に国及び県等の公的補助を受けているものを除く。）とする。 
 



  ア ＩＴツールの導入及び設備のＩｏＴ化 
イ 作業効率の向上を目的とした機械設備の導入 
ウ 作業効率の向上を目的とした非効率機械設備の更新 
エ その他省力化に資する取組として必要と認めるもの 

２ 補助対象経費に係る事業を行う場合は、市内事業者で調達が難しい場合を除き、
原則として市内に事業所を有する事業者を利用するものとする。 

 
（補助対象経費） 
第５条 補助対象経費は、次条に規定する補助対象期間中に第８条に規定する補助金

の交付を受けようとする者が、業況の好転を図るための生産性向上及び省力化に向
けた新たな取組にかかる経費とする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額
は補助対象経費から除く。 

２ 補助対象経費については、単体の価格が税抜額２万円以上のＩＴツールや機械設
備等を対象とし、この金額に満たないものは補助対象外とする。 

 
（補助対象期間） 
第６条 補助金の算定対象となる期間は、令和８年３月１日から令和９年３月１日ま

でとする。 
 
（補助率等） 
第７条 補助金の補助率等は、予算の範囲内において、各項に掲げるものとする。 
１ 補助率は、補助対象経費に３分の２（令和６年度及び令和７年度に「天草市中小

企業等物価高騰緊急対策事業補助金」の交付を受けた者については２分の１）を乗
じて得た額以内とし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨
てた額とする。 

２ 補助金の額は、単独の事業者による申請にあっては５０万円を、同事業者による
市内に存する複数店舗に係る申請及び複数事業者による共同申請にあっては１００
万円を上限とする。 

３ 補助金の交付は、補助対象者に対し補助対象期間中に１回限りとする。 
 
（補助金の交付申請及び請求） 
第８条 補助金の交付を受けようとする者は、天草市中小企業等物価高騰緊急対策事

業費補助金交付申請（請求）書兼実績報告書（様式第１号）に、次に掲げる書類を
添えて令和９年３月１日までに市長に申請しなければならない。 

（１） 事業成果報告書（様式第１号の２） 
（２） カタログ及び見積書の写し 
（３） 対象経費の内容がわかるもの（請求書等）及び銀行振込依頼書等支払いの実

績がわかる書類の写し 
（４） 事業内容や実施状況を確認できる記録等の資料（写真等） 



（５） 市税等納付状況調査同意書（様式第２号） 
（６） 主たる事業所等の所在地、納税地及び事業内容を確認できる以下の書類等 

次のアからイに掲げるいずれかの直近の書類の写し 
  ア 個人事業主 所得税確定申告書第一表のほか、青色申告者は青色申告決算書

１面から４面、白色申告者は収支内訳書１面から２面の写し又は開業届の写し
（令和６年以降に開業した者のみ） 

  イ 法人 確定申告書別表１ 
（７）複数店舗を有することを証する公的書類の写し（複数店舗に係る申請を希望す

る場合のみ） 
（８） その他市長が必要と認めるもの 
 
（交付基準） 
第９条 補助金交付決定に係る基準は、次に掲げるものとする。 
（１） 業況の好転のための生産性向上、省力化に直接の効果が期待できる事業であ

ること 
（２） 事業の取組以降、継続して業況の好転のための生産性向上、省力化に資する

ことが期待できること 
 
（補助金の交付決定及び確定） 
第１０条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、その内容

が適当と認めるときは、速やかに補助金の交付決定及び額の確定を行い、申請者に
対し天草市中小企業等物価高騰緊急対策事業費補助金交付決定及び確定通知書（様
式第３号）により通知するとともに決定した金額を支払うものとする。 

２ 市長は補助金を交付しない旨の決定をしたときは、天草市中小企業等物価高騰緊
急対策事業費補助金不交付決定通知書（様式第３号の２）により、申請者に通知す
るものとする。 

 
（補助金の返還） 
第１１条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交

付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一
部を返還させることができる。 

（１）偽りその他不正な手段により、交付決定を受けたとき。 
（２）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 
 
（その他） 
第１２条 この要領に定めるもののほか補助金に必要な事項は、市長が別に定める。 
 

 附 則 
（施行期日） 



この要領は、令和８年５月１日から施行し、同年３月１日から適用する。 
 


